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(57)【要約】
【課題】光導波路ユニットのコアと電気回路ユニットの
光学素子との調芯精度に優れ、かつ、量産性に優れてい
る光電気混載基板およびその製法を提供する。
【解決手段】光導波路ユニットＷは、先端のコネクタＣ
に位置決めピン嵌合用の孔部６を備え、その孔部６は、
コア２の一端面２ａに対して所定位置に位置決め形成さ
れている。電気回路ユニットＥは、位置決めピン嵌合用
の貫通孔１６を備え、その貫通孔１６は、同一のフォト
マスクを利用して光学素子実装用の電極パッド１３と枠
状配線１４とを形成し、その枠状配線１４の中空部を目
印として形成されており、上記電極パッド１３に実装さ
れた光学素子１０に対して所定位置に位置決め形成され
ている。そして、位置決めピンＰを、光導波路ユニット
Ｗの孔部６に嵌合させるとともに、電気回路ユニットＥ
の貫通孔１６に嵌通させた状態で、光導波路ユニットＷ
と電気回路ユニットＥとが結合している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光導波路の端部にコネクタが取り付けられた光導波路ユニットと、光学素子が実装され
た電気回路ユニットとを、上記コネクタを介して結合させてなる光電気混載基板であって
、上記光導波路ユニットのコネクタが、先端面に位置決め用の、孔部および突部のいずれ
か一方を備え、上記電気回路ユニットが、基板と、同一のフォトマスクを利用して上記基
板上に形成された、光学素子実装用の電極パッドおよび枠状配線と、この枠状配線の中空
部に対応する上記基板の部分に形成された貫通孔と、上記電極パッドに実装された光学素
子とを備え、上記光導波路ユニットの上記位置決め用の、孔部および突部のいずれか一方
が、上記光導波路の光路用のコアの端面に対して所定位置に位置決め形成され、上記電気
回路ユニットの上記貫通孔が、上記電極パッドに対して所定位置に位置決め形成され、上
記光導波路ユニットと上記電気回路ユニットとの結合が、下記の（Ａ）または（Ｂ）の状
態でなされていることを特徴とする光電気混載基板。
（Ａ）上記光導波路ユニットの位置決め用の孔部と、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
とに、位置決めピンを嵌合させた状態。
（Ｂ）上記光導波路ユニットの位置決め用の突部を、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
に嵌合させた状態。
【請求項２】
　上記電気回路ユニットの基板が、ステンレス層と、このステンレス層の表面に形成され
た絶縁層とからなり、その絶縁層の表面に、上記電極パッドおよび枠状配線が形成されて
いる請求項１記載の光電気混載基板。
【請求項３】
　光導波路の端部にコネクタが取り付けられた光導波路ユニットと、光学素子が実装され
た電気回路ユニットとを、上記コネクタを介して結合させる請求項１記載の光電気混載基
板の製法であって、上記光導波路ユニットの作製が、光導波路を準備する工程と、この光
導波路の端部に取り付けた状態において、その先端面の、上記光導波路の光路用のコアの
端面に対して位置決めされた所定位置に、位置決め用の、孔部および突部のいずれか一方
が形成されたコネクタを準備する工程と、このコネクタを光導波路の端部に取り付ける工
程とを備え、上記電気回路ユニットの作製が、基板を形成する工程と、この基板上に、同
一のフォトマスクを利用して、光学素子実装用の電極パッドおよびその電極パッドに対し
て位置決めされた所定位置に枠状配線を形成する工程と、その枠状配線の中空部に対応す
る上記基板の部分をエッチングにより貫通孔に形成する工程とを備え、上記光導波路ユニ
ットと上記電気回路ユニットとを結合させ光電気混載基板にすることが、下記の（Ｃ）ま
たは（Ｄ）の方法により行われることを特徴とする光電気混載基板の製法。
（Ｃ）上記光導波路ユニットの位置決め用の孔部と、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
とに、位置決めピンを嵌合させる方法。
（Ｄ）上記光導波路ユニットの位置決め用の突部を、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
に嵌合させる方法。
【請求項４】
　上記電気回路ユニットの基板が、ステンレス層と、このステンレス層の表面に形成され
た絶縁層とからなり、その絶縁層の表面に、上記電極パッドおよび枠状配線を形成する請
求項３記載の光電気混載基板の製法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光導波路ユニットと、光学素子が実装された電気回路ユニットとを備えた光
電気混載基板およびその製法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近の電子機器等では、伝送情報量の増加に伴い、電気配線に加えて、光配線が採用さ
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れている。すなわち、電気配線が形成された電気回路基板に、電気信号を光信号に変換す
る発光素子や光信号を電気信号に変換する受光素子等の光学素子が実装された電気回路ユ
ニットと、上記光信号を伝送する光配線として光導波路が形成された光導波路ユニットと
を備えた光電気混載基板が、上記電子機器等に組み込まれている。
【０００３】
　上記光電気混載基板では、上記発光素子から発光された光を、上記光導波路ユニットの
コア（光配線）の一端面（光入口）に入射させ、また、上記コアの他端面（光出口）から
出射した光を、上記受光素子に受光させる必要がある。そのため、上記光学素子（発光素
子，受光素子）とコアとを調芯する必要がある。
【０００４】
　そこで、上記光学素子とコアとの調芯方法が、従来より提案されている。その一例とし
て、位置決め用の孔部が形成されたコネクタを光導波路の端部に取り付けてなる光導波路
ユニットを作製し、上記孔部に対応する位置決め用の孔部を電気回路ユニットに形成し、
上記光導波路ユニットのコネクタの孔部と、光学素子が実装された上記電気回路ユニット
の孔部とに、位置決め用のピンを嵌合することにより、光学素子と光導波路ユニットのコ
アとを自動的に調芯する方法がある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１３１０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１の調芯方法では、孔部とピンとの嵌合という簡単な方法
で位置合わせが可能であるものの、上記孔部の形成が、一般的なエッチング，レーザ，ド
リル等によるものであり、寸法精度や量産性に欠ける。すなわち、例えば、ウエットエッ
チングでは、基板上にレジスト層を形成した後、露光・現像を行うことにより、エッチン
グ部と非エッチング部とのパターニングを行うが、露光時のフォトマスクのアライメント
公差により孔部の位置ずれが発生したり、液浸法であるためにエッチング量の精密な制御
が難しく、孔部の直径にばらつきが発生したりする。このように孔部の寸法精度が悪いと
、調芯精度が悪化する。また、レーザ，ドリル等の物理的加工では、１点１点加工する必
要があるため、加工精度にばらつきが発生するだけでなく、量産性に欠ける。しかも、ド
ライエッチングでは、上記レーザやドリル以上に量産性に欠ける。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、光導波路ユニットのコアと電気回路
ユニットの光学素子との調芯精度に優れ、かつ、量産性に優れている光電気混載基板およ
びその製法の提供をその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明は、光導波路の端部にコネクタが取り付けられた光
導波路ユニットと、光学素子が実装された電気回路ユニットとを、上記コネクタを介して
結合させてなる光電気混載基板であって、上記光導波路ユニットのコネクタが、先端面に
位置決め用の、孔部および突部のいずれか一方を備え、上記電気回路ユニットが、基板と
、同一のフォトマスクを利用して上記基板上に形成された、光学素子実装用の電極パッド
および枠状配線と、この枠状配線の中空部に対応する上記基板の部分に形成された貫通孔
と、上記電極パッドに実装された光学素子とを備え、上記光導波路ユニットの上記位置決
め用の、孔部および突部のいずれか一方が、上記光導波路の光路用のコアの端面に対して
所定位置に位置決め形成され、上記電気回路ユニットの上記貫通孔が、上記電極パッドに
対して所定位置に位置決め形成され、上記光導波路ユニットと上記電気回路ユニットとの
結合が、下記の（Ａ）または（Ｂ）の状態でなされている光電気混載基板を第１の要旨と
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する。
（Ａ）上記光導波路ユニットの位置決め用の孔部と、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
とに、位置決めピンを嵌合させた状態。
（Ｂ）上記光導波路ユニットの位置決め用の突部を、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
に嵌合させた状態。
【０００９】
　また、本発明は、光導波路の端部にコネクタが取り付けられた光導波路ユニットと、光
学素子が実装された電気回路ユニットとを、上記コネクタを介して結合させる上記光電気
混載基板の製法であって、上記光導波路ユニットの作製が、光導波路を準備する工程と、
この光導波路の端部に取り付けた状態において、その先端面の、上記光導波路の光路用の
コアの端面に対して位置決めされた所定位置に、位置決め用の、孔部および突部のいずれ
か一方が形成されたコネクタを準備する工程と、このコネクタを光導波路の端部に取り付
ける工程とを備え、上記電気回路ユニットの作製が、基板を形成する工程と、この基板上
に、同一のフォトマスクを利用して、光学素子実装用の電極パッドおよびその電極パッド
に対して位置決めされた所定位置に枠状配線を形成する工程と、その枠状配線の中空部に
対応する上記基板の部分をエッチングにより貫通孔に形成する工程とを備え、上記光導波
路ユニットと上記電気回路ユニットとを結合させ光電気混載基板にすることが、下記の（
Ｃ）または（Ｄ）の方法により行われる光電気混載基板の製法を第２の要旨とする。
（Ｃ）上記光導波路ユニットの位置決め用の孔部と、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
とに、位置決めピンを嵌合させる方法。
（Ｄ）上記光導波路ユニットの位置決め用の突部を、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
に嵌合させる方法。
【００１０】
　なお、本発明において、光導波路は、光ファイバを含む意味である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の光電気混載基板は、光導波路の端部にコネクタが取り付けられた光導波路ユニ
ットと、光学素子が実装された電気回路ユニットとを、上記コネクタの先端面の位置決め
用の孔部または突部を利用して、位置決めした状態で結合させたものとなっている。
【００１２】
　すなわち、上記コネクタとして、先端面に位置決め用の孔部を備えているものを用いる
場合〔上記（Ａ）参照〕、本発明の光電気混載基板は、上記光導波路ユニットと、上記電
気回路ユニットとが、位置決めピンにより結合されている。そして、上記光導波路ユニッ
トでは、コアの端面と、上記コネクタの先端面に形成された位置決めピン嵌合用の孔部と
が、互いに位置決めされた位置関係になっている。また、上記電気回路ユニットでは、光
学素子実装用の電極パッドと、位置決めピン嵌合用の貫通孔とが、互いに位置決めされた
位置関係になっている。そのため、上記位置決めピンを、上記光導波路ユニットのコネク
タの上記孔部に嵌合させるとともに、上記電気回路ユニットの上記貫通孔に嵌合させた状
態、すなわち、光導波路ユニットと電気回路ユニットとが結合した状態では、光導波路ユ
ニットのコアと、電気回路ユニットの上記電極パッドに実装された光学素子とが、自動的
に調芯された状態になる。しかも、上記電気回路ユニットの上記貫通孔は、光学素子実装
用の電極パッドの形成に利用したフォトマスクと同一のものを利用して形成された枠状配
線の中空部に対応するものであるため、上記電極パッドと上記枠状配線（位置決めピン嵌
合用の貫通孔）との位置関係にずれがない。このため、光導波路ユニットのコアと電気回
路ユニットの上記電極パッドに実装された光学素子との上記調芯を、高精度にすることが
できる。このように、本発明の光電気混載基板は、上記位置決めピンを、上記光導波路ユ
ニットのコネクタの上記孔部に嵌合させるとともに、上記電気回路ユニットの上記貫通孔
に嵌合させるという簡単な作業により、コアと光学素子とが自動的に高精度に調芯される
構造となっていることから、手間と時間とを要する調芯作業が不要になり、量産性に優れ
ている。



(5) JP 2012-234025 A 2012.11.29

10

20

30

40

50

【００１３】
　一方、上記コネクタとして、先端面に位置決め用の突部を備えているものを用いる場合
〔上記（Ｂ）参照〕、その突部は、コアの端面に対して所定位置に位置決め形成されてい
る。そして、本発明の光電気混載基板は、上記突部が、上記電気回路ユニットの枠状配線
の中空部に対応する貫通孔に嵌合することにより、光導波路ユニットと電気回路ユニット
とが結合している。そのため、この場合〔上記（Ｂ）の場合〕も、上記の場合〔上記（Ａ
）の場合〕と同様、本発明の光電気混載基板は、光導波路ユニットのコアと電気回路ユニ
ットの光学素子との調芯が高精度になっており、また、量産性に優れている。
【００１４】
　特に、上記電気回路ユニットの基板が、ステンレス層と、このステンレス層の表面に形
成された絶縁層とからなり、その絶縁層の表面に、上記電極パッドおよび枠状配線が形成
されている場合には、上記ステンレス層が、熱に対する伸縮耐性に優れていることから、
本発明の光電気混載基板を製造する過程において、様々な寸法の精度を高くすることがで
きる。そのため、本発明の光電気混載基板は、上記調芯がより高精度になっている。
【００１５】
　また、本発明の光電気混載基板の製法では、光導波路の端部にコネクタが取り付けられ
た光導波路ユニットと、光学素子が実装された電気回路ユニットとを、上記コネクタの先
端面の位置決め用の孔部または突部を利用して、位置決めした状態で結合させることによ
り行われる。
【００１６】
　すなわち、上記コネクタとして、先端面に位置決め用の孔部を備えているものを用いる
場合〔上記（Ｃ）参照〕、本発明の光電気混載基板の製法では、上記光導波路ユニットと
、上記電気回路ユニットとを、位置決めピンにより結合させることにより行われる。そし
て、上記光導波路ユニットの作製では、コアの端面と、上記コネクタの先端面に形成され
た位置決めピン嵌合用の孔部とが、互いに位置決めされた位置関係に形成される。また、
上記電気回路ユニットを作製する工程では、光学素子実装用の電極パッドに対して位置決
めされた所定位置に、位置決めピン嵌合用の貫通孔が形成される。そのため、上記位置決
めピンを、上記光導波路ユニットのコネクタの上記孔部に嵌合させるとともに、上記電気
回路ユニットの上記貫通孔に嵌合させ、上記光導波路ユニットと上記電気回路ユニットと
を結合させると、光導波路ユニットのコアと、電気回路ユニットの上記電極パッドに実装
された光学素子とを、自動的に調芯することができ、調芯を容易に行うことができる。し
かも、上記電気回路ユニットの上記貫通孔は、光学素子実装用の電極パッドの形成に利用
したフォトマスクと同一のものを利用して形成された枠状配線の中空部に対応して形成さ
れているため、上記電極パッドと上記枠状配線（位置決めピン嵌合用の貫通孔）との位置
関係にずれがない。このため、光導波路ユニットのコアと電気回路ユニットの上記電極パ
ッドに実装された光学素子との上記調芯が、高精度になる。このように、本発明の光電気
混載基板の製法は、上記位置決めピンを、上記光導波路ユニットのコネクタの上記孔部に
嵌合させるとともに、上記電気回路ユニットの上記貫通孔に嵌合させるという簡単な作業
により、コアと光学素子とが自動的に高精度に調芯されることから、手間と時間とを要す
る調芯作業が不要であるため、量産性に優れている。
【００１７】
　一方、上記コネクタとして、先端面に位置決め用の突部を備えているものを準備する場
合〔上記（Ｄ）参照〕、その突部は、コアの端面に対して所定位置に位置決め形成されて
いる。そして、本発明の光電気混載基板の製法は、上記突部を、上記電気回路ユニットの
枠状配線の中空部に対応する貫通孔に嵌合させることにより、光導波路ユニットと電気回
路ユニットとを結合させる。そのため、この場合〔上記（Ｄ）の場合〕も、上記の場合〔
上記（Ｃ）の場合〕と同様、本発明の光電気混載基板の製法は、光導波路ユニットのコア
と電気回路ユニットの光学素子との調芯を高精度にすることができ、また、量産性に優れ
ている。
【００１８】
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　特に、上記電気回路ユニットの基板が、ステンレス層と、このステンレス層の表面に形
成された絶縁層とからなり、その絶縁層の表面に、上記電極パッドおよび枠状配線を形成
する場合には、上記ステンレス層が、熱に対する伸縮耐性に優れていることから、本発明
の光電気混載基板の製法において、様々な寸法の精度を高くすることができる。そのため
、本発明の光電気混載基板の製法は、上記調芯をより高精度にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の光電気混載基板の一実施の形態を模式的に示し、（ａ）はその平面図で
あり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図である。
【図２】上記光電気混載基板の分解断面図である。
【図３】上記光電気混載基板を構成する光導波路ユニットの光導波路を模式的に示し、（
ａ）はその縦断面図であり、（ｂ）はその横断面図である。
【図４】上記光電気混載基板を構成する光導波路ユニットのコネクタを模式的に示し、（
ａ）はその平面図であり、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図５】上記光電気混載基板を構成する電気回路ユニットを模式的に示し、（ａ）はその
平面図であり、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ断面図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は、上記光電気混載基板の製法における光導波路ユニットの作製
工程を模式的に示す説明図である。
【図７】（ａ）～（ｇ）は、上記光電気混載基板の製法における電気回路ユニットの作製
工程を模式的に示す説明図である。
【図８】本発明の光電気混載基板の他の実施の形態を模式的に示し、（ａ）はその平面図
であり、（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ断面図である。
【図９】本発明の光電気混載基板のさらに他の実施の形態を模式的に示す縦断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　つぎに、本発明の実施の形態を図面にもとづいて詳しく説明する。
【００２１】
　図１（ａ）は、本発明の光電気混載基板の一実施の形態を模式的に示す平面図であり、
図１（ｂ）は、そのＡ－Ａ断面図であり、図２は、その分解断面図である。この光電気混
載基板は、位置決めピン嵌合用の孔部６を先端面に有するコネクタＣが光導波路Ｇの端部
に取り付けられてなる光導波路ユニットＷと、位置決めピン嵌合用の貫通孔１６を有する
電気回路ユニットＥと、位置決めピンＰとを、個別に作製し、上記位置決めピンＰを、上
記光導波路ユニットＷのコネクタＣの上記孔部６に嵌合させるとともに上記電気回路ユニ
ットＥの上記貫通孔１６に嵌合させることにより、上記光導波路ユニットＷと上記電気回
路ユニットＥとを結合して一体化している。ここで、光導波路ユニットＷにおいて、上記
孔部６は、コア２の一端面（光透過面）２ａに対して所定位置（両ユニットＷ，Ｅの結合
時に光導波路ユニットＷのコア２の一端面２ａが電気回路ユニットＥの光学素子１０と光
伝達可能となるよう予め設定された位置）に位置決め形成されている。また、上記電気回
路ユニットＥにおいて、上記貫通孔１６は、同一のフォトマスクＭ〔図７（ｂ）参照〕を
利用して光学素子実装用の電極パッド１３と枠状配線１４とを形成し、その枠状配線１４
の中空部を目印として形成されている。これにより、上記貫通孔１６は、上記電極パッド
１３に実装された光学素子１０に対して所定位置（両ユニットＷ，Ｅの結合時に電気回路
ユニットＥの光学素子１０が光導波路ユニットＷのコア２の一端面２ａと光伝達可能とな
るよう予め設定された位置）に位置決め形成されている。このため、上記光電気混載基板
では、上記位置決めピンＰを、上記光導波路ユニットＷの上記孔部６に嵌合させるととも
に上記電気回路ユニットＥの上記貫通孔１６に嵌合させることにより、コア２の一端面２
ａと光学素子１０とが、自動的に、適正に位置決めされ、調芯された状態になっている。
なお、図１（ｂ）において、一点鎖線Ｌは、光路を示しており、上記調芯により、光伝達
が損失なくなされていることを示している。
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【００２２】
　より詳しく説明すると、上記光導波路ユニットＷの光導波路Ｇは、その縦断面図を図３
（ａ）に、その横断面図を図３（ｂ）に示すように、アンダークラッド層１と、このアン
ダークラッド層１の表面に所定パターンの線状に形成された光路用のコア２と、このコア
２を被覆した状態で上記アンダークラッド層１の表面に形成されたオーバークラッド層３
とを備えている。
【００２３】
　また、上記光導波路ユニットＷのコネクタＣは、その平面図を図４（ａ）に、そのＢ－
Ｂ断面図を図４（ｂ）に示すように、略四角柱状になっており、その中央部に、上記光導
波路Ｇの先端部を位置決め固定する貫通孔５が四角柱状に形成され、その両側に、上記位
置決めピン嵌合用の孔部６が円柱状に形成されている。このようなコネクタＣは、樹脂を
形成材料として型成形により作製してもよいし、金属加工により作製してもよいし、上記
光導波路固定用の貫通孔５および位置決めピン嵌合用の孔部６の配置および大きさが規格
された市販品（ＰＭＴコネクタ等）を用いてもよい。
【００２４】
　一方、上記電気回路ユニットＥは、その平面図を図５（ａ）に、そのＣ－Ｃ断面図を図
５（ｂ）に示すように、基材層１１と絶縁層１２とが積層されてなる基板と、その絶縁層
１２の表面に形成された光学素子実装用の電極パッド１３を含む電気回路（図示せず）と
、その電極パッド１３に対して所定位置に位置決め形成された円環状の枠状配線１４と、
この枠状配線１４の円柱状の中空部に対応する上記基板の部分に形成された位置決めピン
嵌合用の円柱状の貫通孔１６と、上記電極パッド１３に実装された光学素子１０と、この
光学素子１０の光路に対応する上記基板の部分に形成された光路用の貫通孔１５とを備え
ている。そして、上記枠状配線１４の中空部およびそれに対応する上記位置決めピン嵌合
用の貫通孔１６は、上記コネクタＣの位置決めピン嵌合用の孔部６〔図４（ａ），（ｂ）
参照〕に対応する配置および大きさに形成されている。このように、電気回路ユニットＥ
において、上記枠状配線１４を、光学素子実装用の電極パッド１３に対して所定位置に位
置決め形成し、その枠状配線１４の中空部を目印として、上記基板に上記位置決めピン嵌
合用の貫通孔１６を形成することが、本発明の大きな特徴である。
【００２５】
　なお、上記光学素子１０は、この実施の形態では、フリップチップタイプの素子が用い
られており、その発光部または受光部は、光学素子１０の実装側の面〔図５（ｂ）では下
面〕に形成されている。
【００２６】
　さらに、上記位置決めピンＰは、図１（ａ），（ｂ）および図２に示すように、この実
施の形態では、円柱状に形成されており、その外径は、上記光導波路ユニットＷの孔部６
および上記電気回路ユニットＥの貫通孔１６の内径と同値である。また、上記位置決めピ
ンＰの形成材料としては、例えば、樹脂，金属等があげられる。
【００２７】
　そして、上記光電気混載基板は、図１（ａ），（ｂ）に示すように、上記位置決めピン
Ｐが、上記光導波路ユニットＷのコネクタＣの上記孔部６に嵌合されているとともに、上
記電気回路ユニットＥの上記貫通孔１６に嵌合されている状態で、光導波路ユニットＷと
電気回路ユニットＥとが結合され一体化されている。ここで、先に述べたように、光導波
路ユニットＷのコネクタＣに形成された上記孔部６は、予め、コア２の一端面２ａに対し
て所定位置に位置決め形成されている。また、電気回路ユニットＥに形成された貫通孔１
６は、予め、光学素子１０に対して所定位置に位置決め形成されている。そのため、上記
位置決めピンＰの、上記孔部６への嵌合および上記貫通孔１６への嵌合により、上記孔部
６と貫通孔１６とが同軸的に位置決めされ、それにより、コア２の一端面２ａと光学素子
１０とは、適正に位置決めされ、自動的に調芯された状態になる。
【００２８】
　上記光電気混載基板は、下記の（１）～（３）の工程を経て製造される。
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（１）上記光導波路ユニットＷを作製する工程〔図６（ａ）～（ｅ）参照〕。
（２）上記電気回路ユニットＥを作製する工程〔図７（ａ）～（ｇ）参照〕。
（３）上記光導波路ユニットＷと上記電気回路ユニットＥとを位置決めピンＰにより結合
する工程（図２参照）。
【００２９】
〔（１）光導波路ユニットＷの作製工程〕
　上記（１）の光導波路ユニットＷの作製工程について説明する。まず、上記コネクタＣ
を、作製または準備する。すなわち、先に述べたように、樹脂を形成材料として型成形に
よりコネクタＣを作製するか、金属加工によりコネクタＣを作製するか、または市販の規
格品（ＰＭＴコネクタ等）を購入する等する。
【００３０】
　つぎに、光導波路Ｇの作製工程について説明する。まず、アンダークラッド層１を形成
する際に用いる平板状の基台２０〔図６（ａ）参照〕を準備する。この基台２０の形成材
料としては、例えば、ガラス，石英，シリコン，樹脂，金属等があげられる。なかでも、
ステンレス製基板が好ましい。ステンレス製基板は、熱に対する伸縮耐性に優れ、上記光
電気混載基板の製造過程において、様々な寸法が設計値に略維持されるからである。また
、基台２０の厚みは、例えば、２０μｍ～１ｍｍの範囲内に設定される。
【００３１】
　ついで、図６（ａ）に横断面図で示すように、上記基台２０の表面の所定領域に、フォ
トリソグラフィ法により、アンダークラッド層１を形成する。このアンダークラッド層１
の形成材料としては、感光性エポキシ樹脂等の感光性樹脂が用いられる。アンダークラッ
ド層１の厚みは、例えば、５～５０μｍの範囲内に設定される。
【００３２】
　つぎに、図６（ｂ）に横断面図で示すように、上記アンダークラッド層１の表面に、フ
ォトリソグラフィ法により、所定パターンのコア２を形成する。このコア２の形成材料と
しては、例えば、上記アンダークラッド層１と同様の感光性樹脂があげられ、上記アンダ
ークラッド層１およびオーバークラッド層３〔図６（ｃ）参照〕の形成材料よりも屈折率
が大きい材料が用いられる。この屈折率の調整は、例えば、上記アンダークラッド層１，
コア２，オーバークラッド層３の各形成材料の種類の選択や組成比率を調整して行うこと
ができる。コアの数は、１本でも複数本でもよい〔図６（ｂ）では１本〕。コア２のパタ
ーンは、例えば、直線状，分岐状，交差状等があげられ、それらが混在していてもよい〔
図６（ｂ）では直線状〕。コア２の厚みは、例えば、２０～１００μｍの範囲内に設定さ
れる。コア２の幅は、例えば、２０～１００μｍの範囲内に設定される。
【００３３】
　そして、図６（ｃ）に横断面図で示すように、上記コア２を被覆するよう、上記アンダ
ークラッド層１の表面に、上記コア２を基準としたフォトリソグラフィ法により、オーバ
ークラッド層３を形成する。このオーバークラッド層３の形成材料としては、例えば、上
記アンダークラッド層１と同様の感光性樹脂があげられる。上記オーバークラッド層３の
厚み（アンダークラッド層１の表面からの厚み）は、例えば、コア２の厚みを上回り１０
００μｍ以下の範囲内に設定される。
【００３４】
　ついで、図６（ｄ）に横断面図で示すように、上記アンダークラッド層１を基台２０〔
図６（ｃ）参照〕から剥離する。これにより、光導波路Ｇを得る。この光導波路Ｇの厚み
は、例えば、３０～１１５０μｍの範囲内に設定される。
【００３５】
　この光導波路Ｇの作製において、アンダークラッド層１およびオーバークラッド層３の
形成を、上記のようにフォトリソグラフィ法により行うことにより、前記コネクタＣ〔図
６（ｅ）参照〕に形成された光導波路固定用の貫通孔５の大きさに対応した光導波路Ｇを
、寸法精度よく作製することができる。しかも、その光導波路Ｇを、上記のように、基台
２０から剥離することにより得ることができ、寸法精度が不安定な切断工程を不要とする
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ことができる。
【００３６】
　そして、図６（ｅ）に縦断面図で示すように、上記コネクタＣに形成された光導波路固
定用の貫通孔５に、上記光導波路Ｇの先端部を挿入して固定し、光導波路ユニットＷを得
る。ここで、コア２の一端面２ａと上記コネクタＣに形成された位置決めピン嵌合用の孔
部６とは、互いに位置決めされた位置関係になっている。このようにして、上記（１）の
光導波路ユニットＷの作製工程が完了する。
【００３７】
〔（２）電気回路ユニットＥの作製工程〕
　つぎに、上記（２）の電気回路ユニットＥの作製工程について説明する。まず、前記基
材層１１〔図７（ａ）参照〕を準備する。この基材層１１の形成材料としては、例えば、
金属等があげられる。なかでも、加工容易性および寸法安定性の観点から、ステンレスが
好ましい。また、上記基材層１１の厚みは、例えば、０．０２～０．１ｍｍの範囲内に設
定される。
【００３８】
　ついで、図７（ａ）に縦断面図で示すように、上記基材層１１の表面の所定領域に、絶
縁層１２を形成する。この絶縁層１２の形成は、例えば、感光性ポリイミド樹脂等の、絶
縁層形成用の感光性樹脂が溶媒に溶解しているワニスを塗布した後、必要に応じて、それ
を加熱処理して乾燥させ、絶縁層形成用の感光性樹脂層を形成する。そして、その感光性
樹脂層を、フォトマスクを介して紫外線等の照射線により露光することにより、所定形状
の絶縁層１２に形成する。絶縁層１２の厚みは、例えば、５～１５μｍの範囲内に設定さ
れる。
【００３９】
　つぎに、上記絶縁層１２の表面に、スパッタリングまたは無電解めっき等により金属層
（図示せず）を形成する（厚み６０～２６０ｎｍ程度）。この金属層は、後の電解めっき
を行う際のシード層（電解めっき層形成の素地となる層）となる。
【００４０】
　そして、図７（ｂ）に縦断面図で示すように、上記シード層の表面に、感光性レジスト
３０をラミネートした後、その感光性レジスト３０に、１枚のフォトマスクＭを用いたフ
ォトリソグラフィ法により、上記光学素子実装用の電極パッド１３を含む電気回路，枠状
配線１４のパターンの孔部３１を同時に形成し、その孔部３１の底に上記シード層の表面
部分を露呈させる。
【００４１】
　ついで、図７（ｃ）に縦断面図で示すように、電解めっきにより、上記孔部３１の底に
露呈した上記シード層の表面部分に、電解めっき層４０を積層形成する（厚み５～２０μ
ｍ程度）。
【００４２】
　そして、図７（ｄ）に縦断面図で示すように、上記感光性レジスト３０を水酸化ナトリ
ウム水溶液等により剥離する。その後、上記電解めっき層４０が形成されていないシード
層部分をソフトエッチングにより除去し、残存した電解めっき層４０とその下のシード層
とからなる積層部分を上記電気回路，枠状配線１４に形成する。これにより（セミアディ
ティブ法により）、上記絶縁層１２の表面に、光学素子実装用の電極パッド１３を含む電
気回路（図示せず）と、枠状配線１４とを、同時に形成する。このようにして、上記基材
層１１，絶縁層１２、光学素子実装用の電極パッド１３を含む電気回路，および枠状配線
１４からなる電気回路基板を得る。
【００４３】
　そして、その電気回路基板を露光機にセットし、表面側（電気回路側）と裏面側（基材
層１１側）とをカメラで撮影し、その画像を基に、上記表面側の枠状配線１４の中空部を
目印として、位置決めピン嵌合用の貫通孔形成予定部の裏面側の位置を適正に位置決めす
るとともに、上記光学素子実装用の電極パッド１３を目印として、光路用の貫通孔形成予
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定部の裏面側の位置を適正に位置決めする。ついで、その裏面側のうち、上記２種類の貫
通孔形成予定部を除く部分を、ドライフィルムレジスト（図示せず）で覆う。つぎに、図
７（ｅ）に縦断面図で示すように、露呈している上記２種類の貫通孔形成予定部の基材層
１１の部分を、塩化第２鉄水溶液を用いてエッチングすることにより除去する。これによ
り、その除去部分１１ａ，１１ｂから上記絶縁層１２の部分が露呈する。
【００４４】
　ついで、図７（ｆ）に縦断面図で示すように、上記露呈した絶縁層１２の部分を、ケミ
カルエッチング液を用いてエッチングすることにより除去する。これにより、上記２種類
の貫通孔形成予定部を、それぞれ位置決めピン嵌合用の貫通孔１６，光路用の貫通孔１５
に形成する。上記貫通孔１６は、上記セミアディティブ法により光学素子実装用の電極パ
ッド１３と同時に形成した枠状基板の中空部を目印に形成されているため、上記貫通孔１
６は、上記光学素子実装用の電極パッド１３に対して所定位置に位置決め形成される。上
記位置決めピン嵌合用の貫通孔１６は、上記光導波路ユニットＷのコネクタＣの位置決め
ピン嵌合用の孔部６（図１参照）に対応する配置および大きさに設定される。このように
して、上記枠状配線１４を、光学素子実装用の電極パッド１３に対して所定位置に位置決
め形成し、その枠状配線１４の中空部を目印として、上記位置決めピン嵌合用の貫通孔１
６を形成することが、先に述べたように、本発明の大きな特徴である。
【００４５】
　つぎに、必要に応じて、電解めっき処理を施すことにより、上記光学素子実装用の電極
パッド１３を含む電気回路，および枠状配線１４の表面に、めっき層を形成する。そのめ
っき層の成分としては、金，ニッケル等があげられる。また、そのめっき層の厚みは、通
常、０．２～０．５μｍの範囲内に設定される。その後、上記ドライフィルムレジストを
水酸化ナトリウム水溶液等により剥離する。
【００４６】
　そして、図７（ｇ）に縦断面図で示すように、光学素子実装用の電極パッド１３の表面
に、上記光学素子１０を実装する。その後、必要に応じて、上記光学素子１０およびその
周辺部を、樹脂封止（図示せず）する。これにより、上記位置決めピン嵌合用の貫通孔１
６を有する電気回路ユニットＥを得る。ここで、先に述べたように、図７（ｆ）の工程で
形成された貫通孔１６が、上記光学素子実装用の電極パッド１３に対して所定位置に位置
決め形成されているため、その光学素子実装用の電極パッド１３に実装した光学素子１０
と上記貫通孔１６とは、互いに位置決めされた位置関係になっている。このようにして、
上記（２）の電気回路ユニットＥの作製工程が完了する。
【００４７】
〔（３）光導波路ユニットＷと電気回路ユニットＥとの結合工程〕
　つぎに、光導波路ユニットＷと電気回路ユニットＥとの結合工程について説明する。こ
の結合は、図２に示すように、前記位置決めピンＰを予め作製しておき、その位置決めピ
ンＰを、上記光導波路ユニットＷのコネクタＣの上記孔部６に嵌合させるとともに、上記
電気回路ユニットＥの上記貫通孔１６に嵌合させ、上記光導波路ユニットＷと上記電気回
路ユニットＥとを一体化する。その後、必要に応じて、上記光導波路ユニットＷと上記電
気回路ユニットＥとを接着剤等により固定してもよい。このようにして、上記（３）の光
導波路ユニットＷと電気回路ユニットＥとの結合工程が完了し、目的とする光電気混載基
板が完成する。
【００４８】
　ここで、先に述べたように、上記光導波路ユニットＷでは、コア２の一端面２ａと位置
決めピン嵌合用の孔部６とが互いに位置決めされた位置関係になっている。また、上記光
学素子１０が実装された電気回路ユニットＥでは、光学素子１０と位置決めピン嵌合用の
貫通孔１６とが互いに位置決めされた位置関係になっている。そのため、上記のように、
上記位置決めピンＰを上記貫通孔１６に嵌合させるとともに上記孔部６に嵌合させて、上
記光電気混載基板を作製すると、コア２の一端面２ａと光学素子１０とが、自動的に調芯
される。その結果、上記光電気混載基板の作製には、手間と時間とを要する調芯作業が不
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要となる。すなわち、上記光電気混載基板は、量産性に優れたものとなっている。
【００４９】
　なお、この実施の形態では、位置決めピンＰを円柱状とし、その位置決めピンＰを２本
用いたが、位置決めピンＰを三角柱状，四角柱状等の多角柱状とし、それに対応して、コ
ネクタＣの孔部６および電気回路ユニットＥの貫通孔１６の開口形状も多角形状としても
よい。このようにすると、光導波路ユニットＷおよび電気回路ユニットＥは、位置決めピ
ンＰに対し、その位置決めピンＰを軸として回動しなくなるため、位置決めピンＰを１本
とすることができる。
【００５０】
　図８（ａ）は、本発明の光電気混載基板の他の実施の形態を模式的に示す平面図であり
、図８（ｂ）は、そのＤ－Ｄ断面図である。この実施の形態では、光導波路ユニットＷの
コネクタＣの片面の四隅に、位置決め用の突部７が円錐台状に形成されている。そして、
電気回路ユニットＥには、上記突部７に対応して、その突部７が嵌合する円柱状の貫通孔
１６が４個形成されている。それ以外の部分は、図１（ａ），（ｂ）に示す実施の形態と
同様であり、同様の部分には、同じ符号を付している。そして、その実施の形態と同様の
作用・効果を奏する。
【００５１】
　さらに、この実施の形態では、コネクタＣの上記突部７が円錐台状に形成されているた
め、その突部７の外径やその突部７が嵌合する貫通孔１６の内径に寸法収縮等が発生して
も、上記突部７と貫通孔１６とは、同軸的に嵌合し、その軸に直角な平面方向の、光導波
路ユニットＷと電気回路ユニットＥとの位置ずれが防止される。
【００５２】
　なお、この実施の形態では、コネクタＣに突部７を４個形成したが、３個以下でもよい
。特に、上記突部７を三角柱状，四角柱状等の多角柱状、または三角錐台状，四角錐台状
等の多角錘台状等の断面多角形状のものとし、それに対応して、電気回路ユニットＥの貫
通孔１６の開口形状も多角形状とすると、光導波路ユニットＷおよび電気回路ユニットＥ
は、上記突部７に対し、その突部７を軸として回動しなくなるため、突部７を１本とする
ことができる。
【００５３】
　そして、上記各実施の形態では、光学素子１０として、フリップチップタイプの素子を
用いたが、ワイヤーボンディングタイプの素子を用いてもよい。このワイヤーボンディン
グタイプの素子を用いる場合は、発光部または受光部が、光学素子１０の表面（上面）に
形成されているため、図９に示すように、光導波路ユニットＷは、光学素子１０が実装さ
れている側から電気回路ユニットＥに嵌合される。なお、図９において、一点鎖線Ｌは、
光路を示しており、上記調芯により、光伝達が損失なくなされていることを示している。
また、この場合、光路が基板側と反対側になるため、その基板に、光路用の貫通孔１５〔
図１（ｂ）参照〕は、形成されない。
【００５４】
　また、上記各実施の形態では、光電気混載基板の一端部について説明したが、他端部に
おいても、上記各実施の形態と同様の構成としてもよい。この場合は、上記光学素子１０
として、例えば、一端部側に発光素子、他端部側に受光素子を実装することにより、その
発光素子からの光を、コア２を介して、上記受光素子で受光するようにすることができる
。
【００５５】
　さらに、上記各実施の形態では、電気回路ユニットＥの枠状配線１４の枠状形状は、完
全に連続しているが、その中空部に孔部形状が認識されれば、断続的であってもよい。
【００５６】
　また、上記各実施の形態では、電気回路ユニットＥの電極パッド１３および枠状配線１
４を形成する際の電解めっきを、同一材料で同時に行ったが、その電解めっきにより形成
される電解めっき層４０の位置は、感光性レジストに対する１枚のフォトマスクＭを用い
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たフォトリソグラフィ法により、既に位置決めされているため、上記電極パッド１３と枠
状配線１４とは、別の材料で時間をずらして形成してもよい。
【００５７】
　つぎに、実施例について説明する。但し、本発明は、実施例に限定されるわけではない
。
【実施例】
【００５８】
〔アンダークラッド層，オーバークラッド層の形成材料〕
　成分Ａ（固形エポキシ樹脂）：芳香環骨格を含むエポキシ樹脂（三菱化学社製、エピコ
ート１００２）７０重量部。
　成分Ｂ（固形エポキシ樹脂）：脂環骨格を含むエポキシ樹脂（ダイセル化学工業社製、
ＥＨＰＥ３１５０）３０重量部。
　成分Ｃ（光酸発生剤）：トリアリールスルホチニウム塩の５０％プロピオンカーボネイ
ト溶液（サンアプロ社製、ＣＰＩ－２００Ｋ）２重量部。
　これら成分Ａ～Ｃを乳酸エチル（武蔵野化学研究所社製）５５重量部に撹拌溶解（温度
８０℃、撹拌２５０ｒｐｍ×３時間）させ、アンダークラッド層およびオーバークラッド
層の形成材料（感光性樹脂組成物）を調製した。この感光性樹脂組成物の粘度は、デジタ
ル粘度計（ブルックフィールド社製、ＨＢＤＶ－Ｉ＋ＣＰ）で測定すると、１３２０ｍＰ
ａ・ｓであった。
【００５９】
〔コアの形成材料〕
　成分Ｄ：Ｏ－クレゾールノボラックグリシジルエーテル（新日鐡化学社製、ＹＤＣＮ－
７００－１０）１００重量部。
　この成分Ｄと上記成分Ｃ１重量部とを乳酸エチル（武蔵野化学研究所社製）６０重量部
に撹拌溶解（温度８０℃、撹拌２５０ｒｐｍ×３時間）させ、コアの形成材料（感光性樹
脂組成物）を調製した。この感光性樹脂組成物の粘度は、上記デジタル粘度計で測定する
と、１９００ｍＰａ・ｓであった。
【００６０】
〔実施例１〕
〔光導波路ユニットの作製〕
　まず、ＰＭＴコネクタ（ＮＴＴアドバンステクノロジ社製）を準備した。
【００６１】
　ついで、上記アンダークラッド層，コア，オーバークラッド層の各形成材料を用い、上
記実施の形態と同様にして、上記ＰＭＴコネクタに対応する光導波路を作製した。光導波
路の長さは１０ｃｍとし、アンダークラッド層の厚みは２７．５μｍ、コアの厚みは４５
μｍ、オーバークラッド層の厚み（コアの上面からの厚み）は２７．５μｍとした。また
、コアのチャンネル数を４ｃｈとした（上記ＰＭＴコネクタに固定する光導波路の１２ｃ
ｈのコアのうち、５～８ｃｈに相当する位置に上記４ｃｈのコアを形成した）。
【００６２】
　そして、上記光導波路の両端部に、上記ＰＭＴコネクタを取り付けた。
【００６３】
〔電気回路ユニットの作製〕
　上記実施の形態と同様にして、ステンレス製基材層（厚み５５μｍ），絶縁層（厚み１
０μｍ），電極パッド（厚み１２．５μｍ），円環状の枠状配線（厚み１２．５μｍ），
位置決めピン嵌合用の貫通孔（内径０．７ｍｍ），光路用の貫通孔を有する電気回路ユニ
ットを作製した。上記位置決めピン嵌合用の貫通孔は、上記光路用の貫通孔を挟んで２個
所に形成し、その中心間の間隔を、上記ＰＭＴコネクタの位置決めピン嵌合用の孔部に対
応して、４．６ｍｍとした。上記電極パッドには、高精度フリップチップボンダにより光
学素子を実装した。電気回路ユニットは、光学素子として、発光素子（ＵＬＭ Photonics
社製、ＵＬＭ８５０－１０－ＴＴ－Ｃ０１０４Ｕ）を実装したもの、および受光素子（Ａ
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ｌｂｉｓ社製、ＰＤＣＡ０４－７０－ＧＳ）を実装したものの２種類を作製した。また、
その光学素子を実装した後、その光学素子を透明樹脂（日東電工社製、ＬＥＤ封止用樹脂
ＮＴ－８０３８）によりアンダーフィル封止した。
【００６４】
〔位置決めピン〕
　位置決めピンは、上記ＰＭＴコネクタに使用する金属ピンを流用した。
【００６５】
〔光電気混載基板の製造〕
　上記光導波路ユニットの両端部において、上記位置決めピンを、上記光導波路ユニット
のコネクタの上記孔部に嵌合させるとともに、上記電気回路ユニットの上記貫通孔に嵌合
させ、上記光導波路ユニットと上記電気回路ユニットとを一体化した。その後、上記位置
決めピンの嵌合部を接着剤で固定した。
【００６６】
〔実施例２〕
〔光導波路ユニットの作製〕
　上記実施例１の光導波路ユニットにおいて、一方の端部の上記ＰＭＴコネクタに代えて
、図６（ｂ）に示す、四隅に突部が形成されたコネクタを用いた。他方の端部は上記ＰＭ
Ｔコネクタのままとした。それ以外は、上記実施例１と同様にした。
【００６７】
〔電気回路ユニットの作製〕
　上記光導波路ユニットの一方の端部の、四隅に突部が形成されたコネクタに対応して、
一方の電気回路ユニットを、上記突部が嵌合する貫通孔が４個形成されたものとした。そ
れ以外は、上記実施例１と同様にした。
【００６８】
〔光電気混載基板の製造〕
　上記光導波路ユニットの一方の端部では、上記コネクタの突部を、上記電気回路ユニッ
トのの上記貫通孔に嵌合させ、他方の端部では、実施例１と同様にして、上記位置決めピ
ンを、上記光導波路ユニットのコネクタの上記孔部に嵌合させるとともに、上記電気回路
ユニットの上記貫通孔に嵌合させ、両端部において、上記光導波路ユニットと上記電気回
路ユニットとを一体化した。その後、上記突部の嵌合部および位置決めピンの嵌合部を接
着剤で固定した。
【００６９】
〔信号伝送試験〕
　上記実施例１，２の光電気混載基板において、発光素子が実装された電気回路ユニット
に１０Ｇｂｐｓの高周波信号を入力した。そして、受光素子が実装された電気回路ユニッ
トで、１０Ｇｂｐｓの高周波信号が受信されたことを確認した。
【００７０】
　上記実施例１，２の結果から、上記製法では、光導波路ユニットのコアと電気回路ユニ
ットの光学素子（発光素子，受光素子）との調芯作業をしなくても、得られた光電気混載
基板は、適正に光伝播することがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明の光電気混載基板は、音声や画像等のデジタル信号を高速で伝送，処理する情報
通信機器，信号処理装置等に用いることができる。
【符号の説明】
【００７２】
　Ｗ　光導波路ユニット
　Ｃ　コネクタ
　Ｅ　電気回路ユニット
　Ｐ　位置決めピン



(14) JP 2012-234025 A 2012.11.29

　２　コア
　２ａ　一端面
　６　孔部
　１０　光学素子
　１３　電極パッド
　１４　枠状配線
　１６　貫通孔
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